
食品安全基本法（抄） 
（平成十五年五月二十三日法律第四十八号） 

 
 

（食品健康影響評価の実施） 
第十一条 
 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響を及ぼすお

それがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、

又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及

ぼす影響についての評価（以下「食品健康影響評価」という。）が施策ごとに行われなけ

ればならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 
一 当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき。 
二 人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるとき。 
三 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あ

らかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき。 
２ 前項第三号に掲げる場合においては、事後において、遅滞なく、食品健康影響評価

が行われなければならない。 
３ 前二項の食品健康影響評価は、その時点において到達されている水準の科学的知見

に基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならない。 
 
 
（所掌事務） 

第二十三条 

 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 第二十一条第二項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。 

二 次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。 

三 前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保の

ため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 

四 第二号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実

施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に

勧告すること。 

五 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があ

ると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。 

六 第二号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行う

こと。 

七 第二号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企

画し、及び実施すること。 

八 関係行政機関が行う食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の

交換に関する事務の調整を行うこと。 

２～４ （略）  

 

 



（委員会の意見の聴取） 

第二十四条 

 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、

委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に

該当すると認める場合は、この限りでない。 

一 食品衛生法第六条第二号ただし書（同法第六十二条第二項において準用する場合を

含む。）に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、同

法第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同

条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第

九条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第十条

に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一

条第一項（同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。）の規定により基

準若しくは規格を定めようとするとき、同法第１１条第３項に規定する人の健康を

損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのな

い量を定めようとするとき、同法第十八条第一項（同法第六十二条第三項において

準用する場合を含む。）の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又

は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。 

二～十四 （略） 

２・３ （略）  

 
 
＊ 二重下線部の追加に係る改正は、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成１５年

法律第５５号）の公布の日（平成１５年５月３０日）から起算して３年を超えない範

囲内において政令で定める日から施行。 
 


